
芸備線に乗ろう
　市は、平成29年に芸備線の存続に関する協議会を設置し、芸備線の活性
化や存続のための方策を協議してきました。協議を経て、このたび市内の芸
備線存続計画を策定しました。車窓からの秘境フォトコンテストや児童生徒
の乗車体験事業、市民グループ利用者への運賃助成、駅などで実施される
イベントへの助成を行います。みんなで乗って芸備線を守りましょう。

芸備線は今芸備線は今……Vol.６Vol.６

【芸備線の増便】
　ＪＲ芸備線は、４月４日（土）から７月 31 日（金）まで、東城駅と備後落合駅の間で上下２本、新見駅と東城駅の間で上下３本増便します。
市内の増便列車は、８時 10 分東城発の備後落合行き、９時９分備後落合発の新見行きです。備後落合駅で三次方面・木次方面へ、新見
駅で岡山方面へ乗り継ぎ可能な列車です。市民の皆さんの積極的な利用をお願いします。
※現在、列車の脱線により東城～備後落合間は運転見合わせとなっており、代行輸送（ジャンボタクシー）で運行しています。代行輸
送についても４月４日から増便されています。なお、列車の運転再開は５月初旬の予定です。

駅　　名 窓口営業日 窓口営業時間 購入可能切符

備後庄原 年末年始を除く毎日 7時10分～17時10分 乗車券・自由席特急券
指定券・定期券

備後西城 年末年始を除く毎日 6時50分～17時40分 乗車券

東　　城 年末年始を除く毎日 7時10分～ 9時10分 乗車券・自由席特急券

①庄原市芸備線利用助成金
　５人以上の市民グループが、市内の駅から市内または市外近郊への移動に芸備線を利用する際に、普通乗車
運賃の一部を助成します。

②庄原市芸備線利用促進イベント助成金
　市内の芸備線の駅などで開催する、芸備線の利用促進を目的としたイベントを実施する、市内団体などに対し、
実施経費の一部を助成します。

 ※詳しくは、市民生活課市民生活係　☎ 0824-73-1154 へお問い合わせください。

市内で切符を買おう
　市内の芸備線３駅でＪＲの乗車券や特急券などが購入できます。その売り上げは芸備線の収益となります。
みんなで買って芸備線を守りましょう。

芸備線に乗ってカープの応援に行こう
　芸備線の定期列車を利用した応援事業を実施します。
※詳しくは４月６日発行の行政文書の回覧チラシをご覧ください。

後期高齢者医療制度
令和２年４月から保険料率などが変わりました

平成30・令和元年度
均等割額 45,500円
所得割率 ８．７６％

 令和２・３年度
46,451円
８．８４％

「後期高齢者医療制度」は、75 歳以上の方（65 歳以上75 歳未満の一定程度の障害がある方で、申
請により広域連合の認定を受けた方を含む）を対象とした医療制度です。

　４月から翌年３月までを１年間として年間保険料が計算されます。
　限度額は 64 万円です。

年間保険料額　＝　均等割額（46,451円） 　＋　所得割額
○所得割額：　（総所得金額等※ 　ー　基礎控除（33万円））　×　所得割率（8.84％）

保険料の
計算方法

※総所得金額等とは、「公的年金収入－公的年金控除」「給与収入－給与所得控除」「事業収入－必要経
費」などで社会保険料控除などの各種所得控除前の金額です。また、退職所得以外の分離課税の所得金
額（土地・建物や株式などの譲渡所得などで特別控除後の額）も総所得金額等に含まれます。

※軽減判定は、賦課期日（各年度の４月１日または資格取得日）時点で行われます。
※所得などの申告がない場合は、軽減されないことがあります。
※所得が公的年金の場合は、軽減判定の際に限り15 万円を限度として控除があります。
※軽減判定の際「専従者控除」「居住用財産や収用により譲渡した場合等の課税の特例」の適用はありません。

●保険料の軽減
　次の所得の世帯の方や健保組合などの被扶養者であった方には、軽減措置があります。均等割額の５割・２割軽
減については、軽減の対象所得の基準額が引き上げられました。
・５割軽減　（変更前）33 万円＋（28万円×世帯内の被保険者数）　→　（変更後）33 万円＋（28万５千円×世帯内の被保険者数）
・２割軽減　（変更前）33 万円＋（51万円×世帯内の被保険者数）　→　（変更後）33 万円＋（52万円×世帯内の被保険者数）

世帯主および世帯内の被保険者の前年中所得の合計額 軽減後の均等割額

33 万円
以下

下記以外
７．７５割軽減

（令和３年度以降は、
７割軽減となります）

10,451円／年

世帯内の被保険者全員の所得額（公的年金の所得は控
除額を80 万円として計算）が０円となる場合 ７割軽減 13,935円／年

33 万円 ＋（28 万5 千円 × 世帯内の被保険者数）以下の場合 5割軽減 23,225円／年

33 万円 ＋（52 万円 × 世帯内の被保険者数）以下の場合 2割軽減 37,160円／年

●保険料の決定通知書は、７月中旬に対象者に送付します。　

問い合わせ
保健医療課医療予防係
☎0824-73-1155
広島県後期高齢者医療広域連合（保険料の計算について）
☎082-502-3060
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